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深
見
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２４
年
度
か
ら
実
施
さ
れ

る
中
学
校
「
武
道
」
は
、

条
件
準
備
は
で
き
て
い
る
の
か
。

特
に
希
望
が
多
い
と
さ
れ
る
柔

道
着
な
ど
に
つ
い
て
は
、
保
護

者
負
担
に
な
り
教
育
委
員
会
と

し
て
こ
の
負
担
を
軽
減
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
指
導
者
と
な
る
教
職

員
の
技
量
は
十
分
と
は
い
え
な

い
。
当
然
外
部
指
導
者
の
支
援

が
必
要
と
考
え
る
が
、
教
科
内

で
の
矛
盾
は
起
き
な
い
か
。

　

事
故
の
多
い
柔
道
の
導
入
に

つ
い
て
は
万
全
な
体
制
が
で
き

て
か
ら
実
施
す
べ
き
で
、
当
面

延
期
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う

か
。

中
茶
安
別
、
塘
路
、
阿

歴
内
中
は
合
同
で
、
虹

別
、
標
茶
中
は
単
独
で
柔
道
、

久
著
呂
中
は
剣
道
を
実
施
す

る
。
柔
道
場
は
武
道
館
を
使
用

す
る
。
柔
道
着
は
、
肌
に
つ
け

る
も
の
で
あ
り
使
い
ま
わ
し
す

べ
き
で
な
く
個
人
購
入
と
し
た
。

　

柔
道
は
、
け
が
や
事
故
に
つ

な
が
り
や
す
い
と
い
う
懸
念
が

出
て
い
る
が
、外
部
指
導
者
は
、

柔
道
連
盟
に
協
力
を
要
請
し
、

最
大
３
名
の
指
導
者
を
確
保
し

て
い
る
。
柔
道
場
、
外
部
講
師

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
な
い

環
境
を
整
え
て
い
る
と
考
え
て

い
る
。新

学
習
指
導
要
領
で
は

「
学
期
の
内
外
を
問
わ

ず
・
・
・
授
業
を
特
定
の
期
間

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し

て
い
た
も
の
を
、「
夏
季
、冬
季
、

学
年
末
等
の
休
業
日
の
期
間
」

と
明
記
し
た
。
夏
休
み
、
冬
休

み
、
春
休
み
に
も
授
業
を
行
え

と
い
う
に
等
し
い
と
考
え
る

が
、
義
務
教
育
の
段
階
で
、
正

規
の
授
業
時
数
で
教
え
、
学
習

内
容
の
習
得
、
学
力
を
定
着
さ

せ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
か
。

　

１
年
生
が
、
毎
日
５
時
間
授

業
と
な
る
な
ど
、
大
き
な
学
習

負
担
を
ど
の
よ
う
に
解
消
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
。

「
夏
季
、
冬
季
、
学
年
末

等
の
休
業
日
の
期
間
」

の
記
述
は
、「
各
教
科
や
学
習

活
動
の
特
質
に
応
じ
て
効
果
的

な
場
合
」
に
認
め
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
時
数
の
確
保
の

た
め
で
は
な
い
。
一
時
間
の
授

業
の
中
で
わ
か
る
、
で
き
る
授

業
を
ど
う
つ
く
る
か
が
大
切
で

あ
る
。

　

小
学
校
も
中
学
校
も
授
業
時

数
は
増
え
た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
、
子
ど
も
た
ち
は
「
学

校
が
楽
し
い
」
と
答
え
て
い
る

子
が
多
く
、
児
童
生
徒
の
大
き

な
負
担
に
な
っ
て
い
る
と
は

思
っ
て
い
な
い
。

●
標
津
線
代
替
え
バ
ス
の
運
営

に
つ
い
て
、
そ
の
後
協
議
は
さ

れ
た
の
か
。

●
標
茶
高
校
の
生
徒
確
保
に
む

け
て
町
独
自
に
検
討
す
べ
き

だ
。

●
町
の
防
災
訓
練
、
見
直
し
を

含
め
て
町
民
に
避
難
場
所
等
の

徹
底
と
危
機
意
識
の
指
導
を
行

う
べ
き
だ
。

●
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
更
新
は
適

期
に
行
う
べ
き
で
は
。

●
塘
路
地
区
の
国
道
沿
い
に
公

衆
ト
イ
レ
の
設
置
を
。

その他の一般質問・総括質疑

そ
の
他
の
一
般
質
問
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避難場所の酪農センタースクールバス

中
学
校
「
武
道
」
は
、

準
備
不
足
で
あ
り
当
面

延
期
す
べ
き
で
は
な
い
か

新
学
習
期
指
導
要
領
は

子
ど
も
の
負
担
増
に
な

ら
な
い
か

標茶高等学校
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●
放
射
能
汚
染
さ
れ
て
い
な
い

一
般
廃
棄
物
を
条
件
が
整
え
ば

受
け
入
れ
を
し
て
は
ど
う
か
。

●
し
べ
ち
ゃ
牛
乳
の
製
造
プ
ラ

ン
ト
の
設
置
と

地
域
ブ
ラ
ン
ド

の
創
出
を
図
る

べ
き
だ
。

●
育
成
牧
場
は
多
面
的
な
事
業

内
容
と
な
り
収
支
の
バ
ラ
ン
ス

も
改
善
さ
れ
て
い
る
。
特
別
会

計
を
「
企
業
会
計
」
に
し
て
は

ど
う
か
。

●
防
音
対
策
事
業
は
今
後
も
住

民
に
対
し
説
明
責
任
を
十
分
に

は
た
す
べ
き
だ
。

●
磯
分
内
地
区
下
水
道
事
業
に

伴
う
、
凍
結
防
止
事
業
の
該
当

戸
数
と
費
用
に
つ
い
て
聞
く
。

●
町
立
病
院
の
人
件
費
が
増
加

し
て
い
る
。
抑
制
す
べ
き
だ
。

●
「
ゆ
と
り
あ
る
教
育
実
現
の

た
め
少
人
数
学
級
を
」
の
請
願

に
対
し
具
体
的
に
検
討
し
た
の

か
。

●
介
護
生
活
支
援
の
上
限
が
削

減
さ
れ
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
低

下
は
な
い
の
か
。

●
町
特
定
健
診
の
受
診
率
を
あ

げ
て
町
民
の
健
康
増
進
を
。

●
衛
星
携
帯
電
話
の
今
後
の
活

用
に
つ
い
て
。

●
地
区
、
地
域
の
第
１
避
難
場

所
へ
の
通
信
網
の
設
置
を
。

●
釧
路
川
の
中
州
が
大
き
く
な
っ

て
い
る
が
町
の
対
策
を
聞
く
。

●
雪
融
け
に
よ
る
雨
水
マ
ス
の

機
能
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
部

分
の
対
応
は
。

●
雨
水
マ
ス
が
設
置
さ
れ
て
い

な
い
町
道
に
排
水
ポ
ン
プ
の
一

時
的
な
設
置
を
。

●
平
成
24
年
度
当
初
予
算
の
中

で
町
長
は
何
を
目
玉
に
し
た
の

か
聞
き
た
い
。

●
議
会
が
全
会
一
致
を
見
た
政

策
提
言
は
町
長
は
受
け
入
れ
る

用
意
が
あ
る
の
か
聞
き
た
い
。

●
学
力
向
上
さ
せ
る
た
め
の
学

力
テ
ス
ト
抽
出
調
査
で
は
な
く

全
校
調
査
に
す
べ
き
で
は
。

●
第
３
セ
ク
タ
ー
貸
付
金
は
早

い
時
期
に
解
決
す
べ
き
だ
。

●
有
料
化
の
体
育
施
設
を
高
齢

者
健
康
維
持
の
た
め
一
部
を
無

料
に
し
て
は
ど
う
か
。

●
食
材
供
給
施
設
は
塘
路
地
域

と
協
議
し
今
後
の
あ
り
方
を
検

討
す
べ
き
で
は
。

●
病
院
の
経
営
に
つ
い
て
将
来

に
向
け
議
論
の
時
期
に
来
て
い

る
が
ど
う
か
。

　

第
一
回
定
例
会
で
町
条
例
改

正
が
提
案
さ
れ
審
議
を
経
て
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

標
茶
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

東
日
本
大
震
災
の
復
興
に
関

し
平
成
26
年
か
ら
平
成
35
年
ま

で
の
十
年
間
に
限
り
、
個
人
住

民
税
の
均
等
割
の
税
率
を
５
百

円
引
き
上
げ
３
千
５
百
円
と
す

る
も
の
で
す
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
及
び
へ
き
地
保
育
所
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
度
に
つ
い
て

　

給
与
改
定
に
伴
う
現
給
保
障

制
度
を
人
事
院
勧
告
ど
お
り
１

年
で
終
了
す
る
。
平
成
24
年
度

に
現
給
保
障
額
の
２
分
の
１
を

支
給
し
、
25
年
度
に
廃
止
す
る

も
の
で
す
。

標
茶
町
乳
幼
児
等
医
療
助
成
事

業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

知
的
障
害
児
通
園
施
設
通
園

児
の
措
置
が
市
町
村
と
な
り
、

北
海
道
医
療
給
付
事
業
の
給
付

助
成
対
象
と
な
っ
た
こ
と
と
、

助
成
額
の
計
算
に
関
す
る
条
項

の
追
加
を
す
る
も
の
で
す
。

標
茶
町
重
度
心
身
障
害
者
及
び

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の

助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
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